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京都聖母学院高等学校学則 

 

第１章 総 則 

（目的）  

第１条 本校は，教育基本法及び学校教育法並びに学校教育法施行規則に従い，かつ，カトリック精

神に基づく，女子教育を行うことを目的とする。 

従順・純潔を校訓とし，清く優しい心を持ち，積極的に社会に貢献する人材の育成に重点を置く。 

（名称）  

第２条 本校は，京都聖母学院高等学校と称する。 

（位置） 

第３条 本校の位置を，京都府京都市伏見区深草田谷町１に置く。 

（修業年限） 

第４条 本校の修業年限は，３年とする。 

（課程） 

第５条 本校の課程は，全日制課程，普通科とする。 

（定員） 

第６条 本校の収容定員は，６００名とする。 

（教職員組織）  

第７条 本校に次の職員を置く。 

校長，教頭，主幹教諭、教諭，養護教諭，事務職員 

２ その他必要な職員を置くことができる。 

 

第２章 入学，退学，転学，休学及び卒業 

（入学時期） 

第８条 本校の入学時期は毎年４月１日とする。ただし，時宜により臨時に入学を許可することがあ

る。 

（入学資格） 

第９条 本校第１学年に入学することのできる者は女子のみにて次に該当し，かつ，入学時の選考に

より本校所定の課程を履修するに適当と認められた者とする。 

（１）中学校を卒業した者 

（２）前項に準ずる学校を卒業した者 

（３）外国において学校教育における９年の課程を修了した者 

（４）文部科学大臣の指定した者 

（５）その他本校において中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者 

２ 本校第２学年以上に入学することのできる者は相当年齢に達し前各学年の課程を修了した者，又

は同等以上の学力があると認めた者とする。 

３ 前項の学力の認定は検定による。 

（出願手続） 

第１０条 入学志願者は，所定の入学願書その他必要な書類に入学考査料を添えて提出しなければな

らない。 
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２ 前項の入学考査料は，別表２のとおりとする。 

（入学許可） 

第１１条 入学については，選考の上校長が許可する。 

（入学手続） 

第１２条 本校に入学の許可を受けた者は，本校所定の誓約書に入学金を添えて所定の期日までに提

出しなければならない。 

２ 前項の入学金は，別表３のとおりとする。 

（誓約書） 

第１３条 本校に入学を許可された者は，誓約書を提出しなければならない。 

（転学） 

第１４条 転学する場合,もしくは他の高等学校の入学試験,編・転入学試験に出願する場合,転学願ま

たは退学願を添えてその旨を校長に願い出るものとする。転学願・退学願が受理されたのちは,記載

された期日をもって本校より転出あるいは退学とし,正当な理由なく変更することはできない。 

（編入学及び転入学） 

第１５条 編入学及び転入学を希望する者には，欠員があれば校長は，選考の上入学を許可すること

がある。 

（退学） 

第１６条 疾病，転居その他やむを得ない理由のため退学しようとするとき，保証人は理由書を添え

その旨を校長に願い出なければならない。 

（休学） 

第１７条 校長は，疾病その他やむを得ない事情で３ヶ月以上出席できない場合，生徒を休学させる

ことができる。なお，休学期間は引き続き２年を超えることができない。 

（復学） 

第１８条 休学者が復学しようとするときは，所定の様式による復学願いを保証人連署の上提出し，

校長の許可を受けなければならない。 

(再入学) 

第１９条 校長は，家庭の事情で転学又は退学後，再入学を希望する者には欠員があれば，学力検査

の上再入学を許可する。 

(出席停止) 

第２０条 学校保健安全法に定める伝染病にかかり又はそのおそれのある生徒で，他の生徒の教育の

妨げになると認められた場合，校長は保証人を通じて当該生徒に理由及び期間を明示の上，本人の

出席停止を命じることがある。 

（原級留置） 

第２１条 校長は，各学年の課程の修了又は，卒業を認めることができない生徒を原級に留め置くこ

とがある。 

（卒業） 

第２２条 校長は，第２７条の教育課程を修了したと認めた者には，卒業を認定し卒業証書を授与す

る。 
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第３章 学年，学期及び休業日 

（学年） 

第２３条 学年は，４月１日に始まり，翌年３月３１日に終わる。 

（学期） 

第２４条 学年を分けて，次の３学期とする。 

第１学期 ４月１日から８月３１日まで 

第２学期 ９月１日から１２月３１日まで 

第３学期 １月１日から３月３１日まで 

（休業日） 

第２５条 本校の休業日は次のとおりとする。 

（１）国民の祝日に関する法律に規定する休日及び日曜日 

（２）夏季休業日 ７月１８日から８月３１日まで 

（３）冬季休業日 １２月２１日から１月７日まで 

（４）学年末及び学年始め休業日 ３月２３日から４月７日まで 

（５）その他校長の必要と認めた日 

２ 校長は，必要と認めたときは休業日を変更することができる。 

（臨時休業） 

第２６条 非常変災その他緊迫の事情があるとき，校長は，臨時に授業を行わないことがある。 

 

第４章 教育課程及び授業日数 

（教育課程） 

第２７条 本校の教育課程は，別表１のとおりとする。 

２ 生徒は，前項に規定する所定の教育課程を履修しなければならない。 

（授業日数） 

第２８条 本校の授業日数は，各学年３５週以上とする。 

 

   第５章 学習評価及び課程の修了 

（学習評価） 

第２９条 学習の評価は，知識・技能の理解及び到達の度合い並びに関心・意欲・態度から判断して，

学期末及び学年末に評定する。  

（課程修了の認定） 

第３０条 各学年の課程の修了は，学年末に出席日数，成績評定及び平素の態度行動を勘案し認定す

る。 

 

第６章 賞 罰 

（賞） 

第３１条 学校は，教育上必要があると認めたとき生徒を賞する。 

（退学処分） 

第３２条 本校の定める諸規則を守らず，本校生徒にふさわしくない言行があった者に対しては，退

学処分を行うことがある。 



 

学校法人聖母女学院 規程集（京都聖母学院高等学校学則） 
 

 

- 4 - 

２ 退学処分は，次の各号の一に該当する者に対して行う。 

（１）性行不良で，改善の見込みがないと認められる者 

（２）正当な理由がなく，出席が常でない者 

（３）学校の秩序を乱し，その他本校生徒としての本分に反した者 

（４）授業料等納付金の納付が滞った者 

 

第７章 授業料，施設設備費及び教育充実費 

（学費） 

第３３条 本校の授業料，施設設備費，教育充実費は別表４のとおりとし，授業料，教育充実費（以

下「授業料等納付金」という。）及び施設設備費については，３期分納するものとする。 

２ ３期分納の期日は，次のとおりとする。以下に示す期日が金融機関の休業日にあたるときは，翌

日の営業日とする。 

 第１期（４月～７月分）４月２６日 

第２期（８月～１１月分）８月２６日  

第３期（１２月～翌年３月分）１２月２６日  

（授業料等納付金） 

第３４条 生徒が在籍する間は，出席の有無にかかわらず，授業料等納付金を所定の期日までに納付

しなければならない。 

２ ３期分納のうちいずれかの１期分の授業料等納付金の納付がない場合には，保証人に督促する。

１期分を完納しない状態でさらに次期分を滞納した場合，原則として次期分の納付期日の属する月

の末日をもって当該生徒を退学とする。 

３ 既納の納付金は，その理由のいかんにかかわらずこれを返還しない。 

４ 編入学及び転入学，休学，復学，再入学，転学，退学時の授業料等納付金については，学校法人

聖母女学院学費等取扱基準に基づき取り扱う。 

 

第８章 保証人 

(保証人の資格) 

第３５条 保護者又は後見人を保証人とする。 

(副保証人) 

第３６条 自宅から通学をしない者は，副保証人を定めなければならない。副保証人は，独立の生計

を営む者で，生徒の生活と教育に責任を持つ者でなければならない。ただし，この場合あらかじめ

校長の承認を必要とする。 

(保証人の責任) 

第３７条 保証人は，生徒の在籍中その身上に関する責任を持ち，学校の教育活動に協力しなければ

ならない。 

(保証人の変更) 

第３８条 保証人に変更のある場合は，すみやかに届け出なければならない。 

 

第９章 雑 則 

（細則） 
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第３９条 この学則実施に必要な細則は，校長が別にこれを定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

 この学則は１９５２年４月１日から実施する。 

  （２００６年４月１日改正） 

（施行期日） 

 この学則は，２００７年４月 1 日から施行する。 

２ この学則第３３条第１項の規定は，２００７年度の新入生から適用し，２００６年度以前からの

在籍者については，従前の規定を適用する。 

  （２００７年４月１日改正） 

附 則 

この学則は，２００９年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、２０１０年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、２０１１年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、２０１２年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、２０１３年４月１日から施行する。 

附 則 

 この学則は、２０１４年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、２０１５年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、２０１６年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、２０１７年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、２０１８年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、２０１９年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この学則は、２０２１年４月１日から施行する。 

附 則 

 この学則は、２０２２年４月１日から施行する。 

２ この学則第３３条第１項の規定は，２０２２年度の新入生から適用し，２０２１年度以前から

の在籍者については，従前の規定を適用する。 

附 則 
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 この学則は、２０２３年４月１日から施行する。 

附 則 

 この学則は、２０２６年４月１日から施行する。 
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別表１（第２７条第１項） 教育課程 

 

Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ｃ

現 代 の 国 語 2

言 語 文 化 3

論 理 国 語 2 2

文 学 国 語 2 2

古 典 探 究 2 2

国 語 演 習 2 2

地 理 総 合 2

歴 史 総 合 2

日 本 史 探 究 5 注(3)参照 5 注(3)参照

世 界 史 探 究 5 注(3)参照 5 注(3)参照

公民 公 共 2 2

数学 数 学 Ⅰ 3

科学と人間生活 2

生 物 基 礎 2

体 育 3 2 3

保健 保 健 1 1

体育 ス ポ ー ツ Ⅰ 2 注(3)参照

ス ポ ー ツ Ⅱ 2 注(3)参照

音 楽 Ⅰ 1 1 1

美 術 表 現 Ⅰ 1

美 術 表 現 Ⅱ 2 注(3)参照

美 術 表 現 Ⅲ 2 注(3)参照

英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠ 3

英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 3

英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅢ 3

論 理 ・ 表 現 Ⅰ 3

論 理 ・ 表 現 Ⅱ 3

論 理 ・ 表 現 Ⅲ 3

英 語 会 話 1 2

英 語 演 習 2 2

異 文 化 理 解 2 注(3)(4)参照 2 注(3)(4)参照

家庭 家 庭 総 合 2 2

情報 情 報 Ⅰ 2 1

宗教 宗 教 1 1 1

専修 福 祉 実 践 2 注(3)参照 2 注(3)参照

特講 特 別 講 座 1 1 2

1 1 1

34 25 5 2 2 25 5 2 2

特別活動 ホ ー ム ル ー ム 1 1 1

35 26 26

注

(2)選択科目は希望者少数の場合は開講されないことがある。また、希望者が多すぎる場合は調整することがある。

9

選　択
必修

地理
歴史

(3)第2学年、第3学年を通じて、同じ教科を選択する。　　　　

(4)Ⅰ類ＧＳＣ(グローバルスタディーズコース)は、「異文化理解」を優先的に受講できる。

9合計

教科・科目

(1)選択科目について、記号のすべてを受講する。

備　考備　考

第２学年

理科

総合的な探究の時間

選　択
備　考

第１学年

小　　　計

外
国
語

芸
術

国
語

高等学校　Ⅰ類　教育課程(2024年度入学生)

必修 必修

第３学年
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Ａ Ｂ Ａ Ｂ

現 代 の 国 語 2

言 語 文 化 3

論 理 国 語 2 2

文 学 国 語 2 2

古 典 探 究 2 2

国 語 演 習 2 2

地 理 総 合 2

歴 史 総 合 2

日 本 史 探 究 3 2

世 界 史 探 究 2 3

公民 公 共 2 2

数学 数 学 Ⅰ 3

科学と人間生活 2

生 物 基 礎 2

体 育 3 2 3

保健 保 健 1 1

体育 ス ポ ー ツ Ⅰ 2 注(3)参照

ス ポ ー ツ Ⅱ 2 注(3)参照

音 楽 Ⅰ 1 1 1

美 術 表 現 Ⅰ 1

美 術 表 現 Ⅱ 2 注(3)参照

美 術 表 現 Ⅲ 2 注(3)参照

英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠ 3

英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 3

英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅢ 3

論 理 ・ 表 現 Ⅰ 3

論 理 ・ 表 現 Ⅱ 3

論 理 ・ 表 現 Ⅲ 3

英 語 会 話 1 2

英 語 演 習 2 2

異 文 化 理 解 2 注(3)(4)参照 2 注(3)(4)参照

家庭 家 庭 総 合 2 2

情 報 Ⅰ 2

情 報 Ⅱ 1

宗教 宗 教 1 1 1

専修 福 祉 実 践 2 注(3)参照 2 注(3)参照

特講 特 別 講 座 1 1 2

1 1 1

34 30 2 2 30 2 2

特別活動 ホ ー ム ル ー ム 1 1 1

35 31 31

注

高等学校　Ⅰ類　教育課程(2025年度入学生以降)

教科・科目

第１学年 第２学年 第３学年

必修 備　考 必修
選　択

備　考 必修
選　択

備　考

国
語

地理
歴史

理科

芸
術

外
国
語

小　　　計

情報

(3)第2学年、第3学年を通じて、同じ教科を選択する。　　　　

(4)Ⅰ類ＧＳＣ(グローバルスタディーズコース)は、「異文化理解」を優先的に受講できる。

総合的な探究の時間

合計 4 4

(1)選択科目について、記号のすべてを受講する。

(2)選択科目は希望者少数の場合は開講されないことがある。また、希望者が多すぎる場合は調整することがある。
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第１学年

選択 選択

あ さ あ い う え お か さ し す

現 代 の 国 語 2

言 語 文 化 3

論 理 国 語 2 2

古 典 探 究 3 3 3

国 語 演 習 2

私 大 現 代 文 3

古 典 演 習 2

地 理 総 合 2

歴 史 総 合 2

地理 日 本 史 探 究 4 4 日本史演習と履修

歴史 世 界 史 探 究 4 4 世界史演習と履修

日 本 史 演 習 2 日本史探究と履修

世 界 史 演 習 2 世界史探究と履修

公 共 2

社 会 科 演 習 2

数 学 Ⅰ 4

数 学 Ⅱ 4

数 学 Ⅲ 4 数学演習と履修

数 学 Ａ 2

数 学 Ｂ 3

数 学 Ｃ 3 2

理 系 数 学 ① 3 理系数学②と履修

理 系 数 学 ② 3 理系数学①と履修

数 学 演 習 3 2 数学Ⅲと履修

物 理 基 礎 2

物 理 3 4

化 学 基 礎 2

化 学 2 4

生 物 基 礎 2 1

生 物 3 4

化 学 基 礎 演 習 2

生 物 基 礎 演 習 2

保健 体 育 3 2 2

体育 保 健 1 1

芸術 音 楽 Ⅰ 1 1

英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠ 3

英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 3

英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅢ 3

論 理 ・ 表 現 Ⅰ 3

論 理 ・ 表 現 Ⅱ 3

論 理 ・ 表 現 Ⅲ 3

私 大 英 語 3 3

家庭 家 庭 基 礎 2

情報 情 報 Ⅰ 2

宗教 宗 教 1 1 1

1 1 1

34 29 1 4 2 3 15 3 4 2 2 3 3 2 6 3 6 4

特別活動 ホ ー ム ル ー ム 1 1 1

35 30 16

注

高等学校　Ⅱ類　教育課程(2024年度入学生以降)

教科・科目

第２学年 第３学年

必
修

必
修

文系 理系

備　考
必
修

文系 理系

備　考必

修

必
修

必

修

選択 必
修

選択

国
語

数
　
学

理
　
科

外
国
語

小　　　計

公民

合計

(１)　選択科目について、記号のすべてを受講する。

(２)　選択科目は希望者少数の場合は開講されないことがある。また、希望者が多すぎる場合は調整することがある。　

(３)　第2学年化学について、夏期および冬期休暇中の化学講習を必ず受講しなければならない。

総合的な探究の時間

5 19
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第１学年

選択 選択 選択

ア サ ア イ サ

現 代 の 国 語 2

言 語 文 化 3

論 理 国 語 2 2

古 典 探 究 3 3

国 語 演 習 2

地 理 総 合 2

歴 史 総 合 2

地理 日 本 史 探 究 4 4 日本史演習と履修

歴史 世 界 史 探 究 4 4 世界史演習と履修

日 本 史 演 習 2 日本史探究と履修

世 界 史 演 習 2 世界史探究と履修

公 共 2

社 会 科 演 習 2

数 学 Ⅰ 4

数 学 Ⅱ 4

数 学 Ⅲ 4

数 学 Ａ 2

数 学 Ｂ 3

数 学 Ｃ 3 2

数 学 演 習 2 2

物 理 基 礎 2

物 理 3 4

化 学 基 礎 2

化 学 2 4

生 物 基 礎 2 1

生 物 3 4

化 学 基 礎 演 習 2

生 物 基 礎 演 習 1

保健 体 育 3 2 2

体育 保 健 1 1

芸術 音 楽 Ⅰ 1 1

英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠ 3

英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 4

英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅢ 3

論 理 ・ 表 現 Ⅰ 3

論 理 ・ 表 現 Ⅱ 2

論 理 ・ 表 現 Ⅲ 3

家庭 家 庭 基 礎 2

情報 情 報 Ⅰ 2

宗教 宗 教 1 1 1

1 1 1

34 29 1 4 2 3 18 10 4 2 12 4

特別活動 ホ ー ム ル ー ム 1 1 1

35 30 19 16

注

高等学校　Ⅲ類　教育課程(2024年度入学生以降)

必
修

必
修

必
修

備　考

文系
教科・科目

理系

第２学年 第３学年

必
修

必
修

公民

数
　
学

理
　
科

理系

必
修

備　考

文系

選択

外
国
語

国
語

必
修

(３)　第2学年化学について、夏期および冬期休暇中の化学講習を必ず受講しなければならない。　　　　　

(２)　選択科目は希望者少数の場合は開講されないことがある。また、希望者が多すぎる場合は調整することがある。

(１)　選択科目について、記号のすべてを受講する。

小　　　計

総合的な探究の時間

5合計
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第１学年

Ｕ Ｏ

現 代 の 国 語 2

言 語 文 化 3

論 理 国 語 2 2

文 学 国 語 2 2

古 典 探 究 2 2

国 語 演 習 2

私 大 現 代 文 3

地理 地 理 総 合 2

歴史 歴 史 総 合 2

公 共 2

社 会 科 演 習 2

数 学 Ⅰ 4

数 学 Ⅱ 4

数 学 Ａ 2

数 学 Ｂ 4

数 学 Ｃ 3

数 学 演 習 3

物 理 基 礎 2

生 物 基 礎 2

化 学 基 礎 2

化 学 基 礎 演 習 2

生 物 3 4

保健 体 育 3 2 2

体育 保 健 1 1

芸術 音 楽 Ⅰ 1 1

英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠ 3

英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 3

英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅢ 3

論 理 ・ 表 現 Ⅰ 3

論 理 ・ 表 現 Ⅱ 3

論 理 ・ 表 現 Ⅲ 3

家庭 家 庭 基 礎 2

情報 情 報 Ⅰ 2

宗教 宗 教 1 1 1

特講 看 護 特 講 3

1 1 1

34 34 29 2 3
特別活動 ホ ー ム ル ー ム 1 1 1

35 35 30

注

高等学校　看護系大学進学コース　教育課程(2024年度入学生以降)

必修 必修 必修

小　　　計

第３学年

備　考
教科・科目

第２学年

備　考

外
国
語

国
語

選択

理
　
科

数
　
学

公民

(２)　選択科目は希望者少数の場合は開講されないことがある。　

　　　また、希望者が多すぎる場合は調整することがある。　　　

5

総合的な探究の時間

(１)　選択科目について、記号のすべてを受講する。

合計
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別表２（第１０条第２項） 入学考査料 

入学考査料（受験料） ２０，０００円  

 

 

別表３（第１２条第２項） 入学金 

入 学 金 １５０，０００円  

 

 

別表４（第３３条第１項） 授業料・施設設備費・教育充実費 

授 業 料 ５０４，０００円  

    施設設備費     ６０，０００円  

    教育充実費 １４４，０００円  

 

 

 


